
議案第９５号 

  

北名古屋市老人ホーム入所判定委員会条例及び北名古屋市地域包括

ケアシステム推進協議会条例の一部改正について 

  

北名古屋市老人ホーム入所判定委員会条例及び北名古屋市地域包括ケア

システム推進協議会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるもの

とする。 

 

平成２８年１１月２９日提出 

 

              北名古屋市長 長 瀬   保 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ね  

ることから、北名古屋市の区域に設置している協議会の名称を北名古屋市  

民生委員児童委員協議会に変更するため、本条例の一部を改める必要があ 

るからである。 



北名古屋市老人ホーム入所判定委員会条例及び北名古屋市地域包括

ケアシステム推進協議会条例の一部を改正する条例 

 

（北名古屋市老人ホーム入所判定委員会条例の一部改正） 

第１条 北名古屋市老人ホーム入所判定委員会条例（平成２５年北名古屋

市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３号中「民生委員協議会」を「北名古屋市民生委員児童委員

協議会」に改める。 

（北名古屋市地域包括ケアシステム推進協議会条例の一部改正） 

第２条 北名古屋市地域包括ケアシステム推進協議会条例（平成２７年北

名古屋市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項第１１号中「北名古屋市民生委員協議会」を「北名古屋

市民生委員児童委員協議会」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


